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等の区分 
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オリエントハウス

株式会社 滋賀支

店 

物品およ

び役務提

供等 

大津市朝

日が丘１

丁目１番

５号 

指名停止 

３月 

令和７年５月１２日か

ら令和７年８月１１日

まで 

「 草 津 市

物品等の指

名停止等に

関する基準」 

別 表 第 １

第４項第２

号 

草津市が発注した南笠東小学校仮設校舎(賃貸借)契約にお

いて、工事中における児童への安全管理が不十分であった

ため、児童が負傷する事案を発生させた。 

このことは、「草津市物品等の指名停止等に関する基準」

第２条第１項の規定により、別表第１項第４項第２号に該当

する。 

 


